
4経理情報●2011.3.1（№1274）  

３月１０日（木）まで 
 
３月１５日（火）まで 
 
 
 
 
３月３１日（木）まで 
 
 
 
 

①　源泉徴収所得税・特別徴収住民税の納付（２月分） 
 
②　所得税の確定申告書・確定損失申告書・延納届の提出 
③　総収入金額報告書の提出 
④　贈与税申告書の提出 
⑤　個人の住民税・事業税・事業所税の提出 
 
⑥　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成２３年１月期） 
法人税、法人事業税、法人事業所税、法人住民税 

⑦　法人（申告期限延長承認）の法人税確定申告 
１カ月延長（平成２２年１２月期） 
２カ月延長（平成２２年１１月期） 
⑧　消費税確定申告（1カ月ごと） 
（平成23年１月期） 
⑨　消費税確定申告（３カ月ごと） 
（１、４、７、 １０月期） 
⑩　法人の中間申告納付（７月期） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税 
⑪　法人の消費税中間申告納付 
直前期年税額４,８００万円超 
（1カ月ごと）1月期を除く。 
直前期年税額４００万円超 
（3カ月ごと）４、７、１０月期 

 
 
（注）更正の請求は法定申告期限から１年以内である。 
③　不動産・事業・山林所得に係る年間収入が3,000万円超
で所得税の申告書を提出していない者 

 
 
⑥～⑪　法人の事業年度（課税期間）終了日は各月末日とす
る。 

（付記）申告期限延長法人の納付延長期間には利子税が賦課
されるので、事業年度終了後２カ月以内である法定期限内
に法人税額の見込納付を行う（通則法64①）。 
⑧・⑨　消費税の課税期間特例選択届出書の課税期間を変
更するときは、変更する課税期間の開始日の前日までに届
出をしない場合には認められない。 

 
⑩　１年決算法人で納付額が法人税10万円超、消費税等24
万円超の場合である。 

 
 
 
 

今月の税務 
日　付 項　目 備考・コメント 

（付記）固定資産税評価額（1月1日現在）の決定日は毎年3月31日である（地方税法410）。 

国
際
会
計 

ヘ
ッ
ジ
会
計
へ
の
再
コ
メ
ン
ト
を

求
め
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー

パ
ー
を
公
表
│
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂを

改
善
し
、
単
純
化
す
る
こ
と
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
昨
年
５
月
に
会
計

基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）公
開

草
案「
金
融
商
品（
ト
ピ
ッ
ク
825
）お

よ
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ（
ト

ピ
ッ
ク
815
）」を
公
表
し
た（
コ
メ
ン
ト

期
限
は
昨
年
９
月
30
日
だ
っ
た
）。

一
方
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
39

号「
金
融
商
品 : 

認
識
及
び
測
定
」の

全
面
改
訂
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の

フ
ェ
ー
ズ
１（
分
類
お
よ
び
測
定
）に

つ
い
て
は
、
新
た
な
基
準
書
で
あ
る

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金
融
商
品
」と
し
て

発
行
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

そ
れ
ら
に
続
く
フ
ェ
ー
ズ
３
と
し

て
、「
ヘ
ッ
ジ
会
計
」に
関
す
る
公
開

草
案
を
昨
年
12
月
９
日
に
公
表
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る（
コ
メ
ン
ト
期
限
は
本

年
３
月
９
日
）。

Ｄ
Ｐ
公
表
の
背
景

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
こ
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の

公
開
草
案
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
お

ら
ず
、
暫
定
的
な
結
論
に
も
達
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開

草
案
の
公
表
に
よ
り
、
ヘ
ッ
ジ
会
計

に
関
す
る
両
審
議
会
の
考
え
方
が
明

確
に
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
フ
ェ
ー

ズ
１
と
同
様
に
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開
草

案
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開
草
案
に
は
違
い

が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｕ

公
開
草
案
に
関
し
て
は
す
で
に
コ
メ

ン
ト
を
受
領
済
み
で
は
あ
る
が
、
質

問
を
変
え
て
再
度
コ
メ
ン
ト
を
求
め

る
こ
と
に
し
た
。
本
年
第
２
四
半
期

に
は
、
受
領
し
た
コ
メ
ン
ト
を
考
慮

の
う
え
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
議
論
に
参
加

す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、Ｄ
Ｐ
に
は
、Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開

草
案
の
概
要
、Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開
草
案
の

概
要
、ヘ
ッ
ジ
会
計
に
関
す
る
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｂ
公
開
草
案
と
米
国
基
準
の
違
い
、付

録
と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
公
表
し
た
公

開
草
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。

国
際
会
計 

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
、東
京
設
置
を
決
定
│
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
Ｆ

去
る
２
月
10
日
、
国
際
財
務
報
告

基
準
財
団（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
Ｆ
）は
ホ
テ
ル

オ
ー
ク
ラ
に
て
記
者
会
見
を
行
い
、

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
け
る
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
を
東
京
に
設
置

す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
Ｆ
に
と
っ
て
、
初
の
サ
テ
ラ

イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
開
設
と
な
る
。

開
設
時
期
は
２
０
１
２
年
10
月

（
予
定
）と
さ
れ
て
お
り
、
東
京
都
の

大
手
町
に
置
か
れ
る
見
込
み
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
今
後
詰
め
て
い
く
と

み
ら
れ
る
。

会
見
の
冒
頭
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
デ
ー

ビ
ッ
ド
・
ト
ゥ
イ
ー
デ
ィ
ー
議
長

は
、「
こ
こ
２
〜
３
年
は
、
特
に
日

本
と
非
常
に
親
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
れ
て
い
る
。
今
後
は
よ

り
近
い
関
係
に
な
る
こ
と
を
期
待
す

る
」と
語
っ
た
。

ま
た
、
昨
年
９
月
に
は
ア
ジ
ア
・

オ
セ
ア
ニ
ア
会
計
基
準
設
定
主
体
グ

ル
ー
プ（
Ａ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｇ
）の
議
長
に
、

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
西
川
郁
生
委
員
長
が
就

任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
今
後
日

本
が
ど
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア

ニ
ア
を
ま
と
め
、
意
見
発
信
を
行
っ

て
い
く
の
か
、
動
向
に
注
目
し
た

い
。

去
る
２
月
９
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は

ヘ
ッ
ジ
会
計
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー（
Ｄ
Ｐ
）を
公
表

し
た
。
23
の
質
問
事
項
が
含
ま
れ
て

お
り
、
コ
メ
ン
ト
期
限
は
４
月
25
日

ま
で
で
あ
る
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
活
動

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
金
融

商
品
の
財
務
報
告
の
た
め
の
基
準
書
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フラッ
シュ 

の
喫
煙
率
低
下
は
遅
々
と
し
て
い
る
。

む
し
ろ
特
定
の
世
代
で
は
増
え
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
。30
代
の
場
合
を
見

て
み
よ
う
。直
近
調
査
で
30
代
女
性
の

喫
煙
率
は
17
・
５
％
。下
方
硬
直
性
が

高
い
。

喫
煙
率
が
高
い
30
代
女
性
の
喫
煙

開
始
年
齢
を
見
る
と
、２
０
０
３
年
調

査
で
は
15
〜
18
歳
で
25
％
を
占
め
て

い
た
。２
０
０
８
年
調
査
で
は
半
分
の

11
％
に
な
っ
た
。テ
ィ
ー
ン
エ
ー
ジ
以

降
に
吸
い
始
め
た
人
が
多
い
の
か
も

し
れ
な
い
。１
日
に
21
本
以
上
を
吸
う

割
合
は
60
歳
代
女
性
で
17
・
２
％
と
突

出
し
て
高
い
。飲
酒
と
の
関
係
で
は
、

30
代
が
12
％
な
の
に
対
し
て
60
代
は

５
％
と
飲
酒
常
習
性
は
低
い
。30
代
女

性
は
酒
も
タ
バ
コ
も
選
択
す
る
割
合

が
高
い
。

30
代
女
性
で
上
昇
し
て
い
る
も
の

に
初
婚
率
が
あ
る
。30
〜
34
歳
女
性
の

初
婚
率
は
１
９
８
０
年
に
は
４
・
４
％

だ
っ
た
。２
０
０
５
年
に
は
14
％
に

な
っ
た
。一
貫
し
て
上
昇
し
続
け
て
い

る
。35
〜
39
歳
で
も
１
・
２
％
か
ら
４
・ 17

 どう見る？ 
　　　この数字 

─ライフスタイル訴求も 
　必要 

17％ 

１
％
へ
と
増
え
た
。30
代
の
独
身
女
性

比
率
の
上
昇
と
、そ
の
世
代
女
性
の
喫

煙
率
は
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。

国
税
庁
に
よ
る
民
間
給
与
実
態
調

査
は
、標
本
数
の
多
さ
と
、数
値
の
信

頼
性
の
高
さ
か
ら
実
態
を
示
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
集
計
だ
。２
０
０
９
年

の
給
与
階
級
別
を
見
る
と
、３
〜
４
百

万
円
級
で
は
男
平
均
年
齢
が
40
・
３
歳

な
の
に
対
し
て
女
は
39
・
２
歳
。平
均

勤
続
年
数
は
と
も
に
８
・
８
年
な
の

で
、こ
の
給
与
ま
で
の
到
達
時
間
に
大

差
は
な
い
。そ
の
平
均
給
与
は
男
３
５

０
万
円
、女
３
４
６
万
円
と
僅
差
。賞

与
は
女
の
ほ
う
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら

推
定
す
れ
ば
、男
は
月
次
の
手
当
て
部

分
に
よ
る
底
上
げ
が
大
き
い
。30
代
で

働
い
て
い
る
女
性
へ
の
支
払
側
か
ら

の
評
価
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。経
済

力
は
高
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
。若
年
層

で
は
平
均
賃
金
が
逆
転
し
て
い
る
。今

後
は
、そ
の
現
象
が
上
の
年
代
へ
と
拡

大
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

日
本
た
ば
こ
産
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
る
と
、コ
ー
ヒ
ー
飲
料
の
紹
介

が
目
立
つ
。女
性
喫
煙
率
が
高
い
都
道

府
県
で
の
コ
ー
ヒ
ー
飲
料
消
費
は
決

し
て
高
く
は
な
い
。タ
バ
コ
を
機
軸
に

し
た
事
業
者
が
、関
連
分
野
へ
の
進
出

を
狙
っ
て
い
る
の
な
ら
、別
の
商
品
選

択
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。　

（
神
保
敏
明
）

体
に
良
く
な
い
、周
囲
に
迷
惑
だ
、

経
済
的
な
負
担
が
大
き
い
…
。消
極
的

な
要
因
を
指
摘
し
て
も
、そ
れ
に
勝
る

誘
引
を
持
っ
て
い
る
も
の
に
は
、論
理

で
は
説
得
で
き
な
い
力
が
あ
る
。つ
ま

り
、魔
力
だ
。法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る

覚
醒
剤
を
筆
頭
に
、嗜
好
品
に
至
る
ま

で
そ
の
幅
は
広
い
。代
表
選
手
は
タ
バ

コ
だ
ろ
う
。喫
煙
率
の
低
下
に
壁
が
あ

る
。「

あ
な
た
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
吸
い
す
ぎ
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
」と
書
か
れ
た
こ
の
商
品

は
、昨
年
10
月
か
ら
大
幅
に
値
上
げ
さ

れ
た
。３
月
で
半
年
目
を
迎
え
る
。常

習
的
購
入
者
の
な
か
に
は
、経
済
的
理

由
で
購
入
を
断
念
す
る
人
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。だ
が
、そ
れ
だ
け
の
理

由
だ
け
で
は
音
を
上
げ
な
い
人
も
多

い
と
思
わ
れ
る
。値
上
げ
は
、音
上
げ

に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

わ
が
国
の
喫
煙
率
は
過
去
５
年
間
、

23
〜
24
％
台
で
推
移
し
て
き
た（
厚
生

労
働
省「
国
民
健
康
栄
養
調
査
」２
０

１
０
年
12
月
７
日
発
表
）。長
期
傾
向

で
は
減
少
を
示
し
て
い
る
が
、２
０
０

９
年
は
前
年
よ
り
も
高
ま
っ
た
。健
康

を
、周
囲
と
の
人
間
関
係
を
、あ
る
い

は
財
布
を
損
な
う
と
の
イ
エ
ロ
ー

カ
ー
ド
で
も
喫
煙
選
択
者
に
は
、も
は

や
効
能
が
な
い
。

喫
煙
率
の
低
落
傾
向
は
、国
際
的
に

見
て
高
か
っ
た
男
性
の
常
習
率
が
低

下
し
て
い
る
か
ら
だ
。他
方
で
、女
性

金
　
融 

上
昇
傾
向
を
強
め
る
長
期
金
利

日
本
の
長
期
金
利
が
上
昇
傾
向
と

な
っ
て
い
る
。
10
年
物
国
債
の
利
回

り
で
見
る
と
、
直
近
で
は
昨
年
10
月

上
旬
に
つ
け
た
０
・
８
４
５
％
を
底

に
反
転
し
、
２
月
９
日
現
在
、
１
・

３
％
台
ま
で
ほ
ぼ
一
本
調
子
に
上
昇

し
て
い
る
。
テ
ク
ニ
カ
ル
で
見
て

も
、
こ
こ
数
年
の
低
下
傾
向
か
ら
転

じ
た
と
も
取
れ
る
動
き
に
な
っ
て
い

る
。
今
後
も
こ
の
上
昇
傾
向
を
継
続

す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
ど

の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。ま

ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
日
本
経

済
が
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
し
、
統
計
上

の
物
価
上
昇
率
の
増
加
が
今
後
加
速

す
る
、
す
な
わ
ち
期
待
イ
ン
フ
レ
率

が
上
昇
を
続
け
る
と
す
る
市
場
観
測

が
生
ま
れ
た
の
で
は
、
と
い
う
こ
と

だ
。昨

年
12
月
の
消
費
者
物
価
指
数

は
、
前
年
同
月
比
で
見
る
と
マ
イ
ナ

ス
０
・
７
％
で
、
確
か
に
昨
年
春
先

の
マ
イ
ナ
ス
１
・
６
％
か
ら
見
る

と
、
マ
イ
ナ
ス
幅
は
昨
年
秋
以
降
縮

小
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
２
年
前
に
一
時
ゼ
ロ
水

準
ま
で
縮
小
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
長
期
金
利
低
下
傾
向
に
歯
止
め

が
か
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、
単
純
に
市
場
が
物
価
上
昇
率
に

反
応
し
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
１
月
27
日
に
発
表
さ
れ
た
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
の
日
本
国

債
格
下
げ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
、
相
場

は
反
応
な
し
だ
っ
た
。
９
割
以
上
が

日
本
国
内
の
投
資
家
で
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
金
融
機
関
な
ど
の
機
関
投
資

家
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
海
外

勢
が
売
り
方
と
な
っ
て
売
り
崩
そ
う

と
し
て
も
負
け
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。日

本
国
債
に
は
ま
さ
に「
安
定
株

主
」が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
む

し
ろ
直
近
の
長
期
金
利
上
昇
要
因
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
米
国
10
年

物
国
債
の
利
回
り
上
昇
で
あ
る
。
日

本
国
債
と
同
様
に
昨
年
10
月
初
め
の

２
・
３
９
％
を
底
に
２
月
８
日
現
在

の
２
・
７
４
１
％
ま
で
ほ
ぼ
一
本
調

子
の
上
昇
を
続
け
て
い
る
。

日
本
国
債
の
相
場
材
料
は
現
在
国

内
要
因
に
は
な
く
、
米
国
な
ど
海
外

の
金
融
緩
和
の
結
果
生
じ
る
イ
ン
フ

レ
圧
力
の
動
向
の
ほ
う
が
注
視
さ
れ

て
い
る
の
が
実
状
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

今
後
は
年
度
末
に
か
け
て
来
年
度
予

算
関
連
法
案
を
め
ぐ
る
政
治
要
因
も

新
た
に
加
わ
っ
て
く
る
。
テ
ク
ニ
カ

ル
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
の
ど
ち

ら
で
見
て
も
、
長
期
金
利
上
昇
観
測

は
強
ま
る
公
算
が
強
い
。
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経理用語の豆知識 

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

この１0日間に公表・公布された経理関係重要法規等 

 
2011年 
2月4日 
  

2011年 
2月9日 
 

2011年 
2月10日 

実務対応報告公開草案第36号（実務対応報告
第5号の改正）「連結納税制度を適用する場合
の税効果会計に関する当面の取扱い（その1）
（案）」  

ヘッジ会計への再コメントを求めるディスカッ
ション・ペーパー  
 
プレスリリース　ＩFRSＦのアジア・オセアニア
地域のサテライトオフィスを東京に設置へ 

 

ASBJ  
 
  

ＦＡＳＢ 
 
 

ＩＡＳＢ 

連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わ
ない場合の個別財務諸表における会計処理について明確
化が求められたことから、見直しを行うもの。コメント募集
は2011年3月1日まで。  
ＦＡＳＢの公開草案と、ＩＡＳBの公開草案とに相違点があるた
め、質問を変えて再度コメントを求めたもの。コメント募集
は2011年4月25日まで。  

東京で開催されたＩＦＲSＦの評議員会議で決定されたもの。 

２０１１年 
2月20日号 
ニュース記事 

２０１１年 
3月1日号 
ニュース記事 

証
　
券 

市
場
に
歓
迎
さ
れ
た
合
併

今
年
の
株
式
市
場
は
Ｍ
＆
Ａ
が

テ
ー
マ
に
な
り
、
市
場
を
リ
ー
ド
、

活
性
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
て
き
た
と
こ
ろ
へ
、
最
初
に
真
打

ち
が
登
場
し
て
し
ま
っ
た
感
じ
で
あ

る
。２

月
初
め
に
鉄
鋼
業
界
最
大
手
の

新
日
本
製
鐵
、
３
位
の
住
友
金
属
工

業
は
合
併
に
向
け
て
動
き
出
し
た
こ

と
を
公
表
し
た
。
売
上
高
１
兆
円
を

超
え
る
超
大
企
業
同
士
の
合
併
と
し

て
は
、
最
近
で
は
石
油
の
新
日
石
、

新
日
鉱
の
経
営
統
合
に
よ
る
Ｊ
Ｘ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
誕
生
、
電
機

の
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が
三
洋
電
機
、
パ

ナ
ソ
ニ
ッ
ク
電
工
を
吸
収
合
併
し
た

ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
化
学
の
住
友
化
学
と
三

井
化
学
、
食
品
の
キ
リ
ン
と
サ
ン
ト

リ
ー
の
ケ
ー
ス
は
結
局
、
破
談
に
終

わ
っ
て
い
る
。
超
大
企
業
ゆ
え
の
互

い
の
自
負
、
思
惑
が
先
行
し
、
妥
協

点
を
見
出
せ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

超
大
企
業
の
合
併
が
容
易
で
は
な

い
理
由
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会

の
審
査
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
独
占
禁

止
、
競
争
維
持
を
使
命
と
す
る
公
取

委
は
、
合
併
を
申
請
し
た
企
業
が
合

併
後
に
あ
る
製
品
の
市
場
シ
ェ
ア
が

高
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
合
併
を

認
め
な
い
、
あ
る
い
は
厳
し
い
条
件

を
つ
け
る
。
キ
リ
ン
と
サ
ン
ト
リ
ー

の
ケ
ー
ス
で
は
ビ
ー
ル
の
シ
ェ
ア
が

問
題
と
な
り
、
審
査
に
時
間
が
か

か
っ
た
。
そ
の
間
に
サ
ン
ト
リ
ー
側

の
大
株
主
の
合
併
反
対
が
表
面
化

し
、
合
併
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。

新
日
鉄
と
住
金
の
場
合
、
公
取
委

が
従
来
の
判
断
基
準
で
臨
め
ば
、
合

併
は
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
現
在
、
国
際
化
し

た
超
大
企
業
同
士
の
合
併
を
国
内
基

準
で
扱
う
の
は
適
切
で
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
公
取
委
も
了
解
済
み

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
合
併
は
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
公
取
委
の
審

査
姿
勢
が
注
目
さ
れ
る
。

世
界
を
見
渡
す
と
、
日
本
企
業
の

存
在
感
は
自
動
車
業
界
を
除
け
ば
低

下
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
た

だ
鉄
鋼
業
界
は
新
興
国
勢
力
に
追
い

上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
世
界

で
優
位
性
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
で
業
界
の
１
、
３
位
が
合

併
し
て
さ
ら
に
企
業
体
力
を
強
化
す

る
こ
と
は
、
時
宜
に
適
っ
て
い
る
。

株
式
市
場
が
合
併
構
想
を
大
歓
迎
し

た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
多
少
事
情

や
立
場
の
違
い
は
あ
る
が
、
化
学
、

電
機
な
ど
の
業
界
で
も
同
様
の
決
断

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ヘッジ会計

ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たす
ものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る
損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反
映させるための特殊な会計処理をいう。ヘッジ取引につい
てヘッジ会計が適用されるためには、ヘッジ対象が変動相
場等による損失の可能性にさらされており、ヘッジ対象と
ヘッジ手段とのそれぞれに生じる損益が互いに相殺される
かまたはヘッジ手段によりヘッジ対象のキャッシュ･フ
ローが固定されその変動が回避される関係になければなら
ない。
ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、①相場変動等に

よる損失の可能性がある資産または負債で、②当該資産ま
たは負債に係る相場変動等が評価に反映されていないも
の、③相場変動等が評価に反映されているが評価差額が損
益として処理されていないものもしくはキャッシュ･フ
ローが固定されその変動が回避されているものである。

第三者割当に関する規則
　
東京証券取引所では、株主、投資者が安心して投資できる

市場環境を整備するために第三者割当に係る上場制度の整
備を平成21年８月に実施している。その後１年ほど経過した
平成22年９月に「上場管理業務について―不適切な第三者割
当の未然防止に向けて―」を発行し、上場会社が第三者割当
の実施を検討する際の有益な情報の事例集として情報提供
を行っている。
上場会社の情報開示に関する第三者割当に関する規則と

して、①上場廃止基準、②企業行動規範上の「遵守事項」、③第
三者割当に係る適時開示等が挙げられる。
②について、第三者割当による募集株式等の割当てを行う

場合（議決権の比率が25％以上になる場合に限る）または当
該割当てに係る募集株式の転換または行使により支配株主
が移動する見込みである場合で、緊急性が極めて高いものと
して有価証券上場規程施行規則で定めている場合以外に必
要とされる手続を定めている。


